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平成２９年度事業報告 

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

 

当連合会は、一般消費者の不動産の適正な選択に資するとともに、不動産取引に

おける加盟事業者間の公正な競争秩序を確保するため、各地区不動産公正取引協議

会（以下｢各地区協議会｣という｡）が、表示規約及び景品規約（以下「公正競争規約」

という。）の公正・中立な運用機関として事業を遂行するよう指導、助言及び協力

を行うとともに、公正競争規約の解釈及び運用の統一、多様な広告表示の進展に伴

う広告表示の適正化を図るため、各地区協議会間の緊密な連携のもと幹事会等で協

議した。 

以下、平成２９年度における事業の概要について報告する。 

 

１ 公正競争規約・同施行規則の見直し、公正競争規約の運用機関としての体制整

備、公正競争規約の解釈・運用の統一 

(1) 公正競争規約及び同施行規則の見直しについて、幹事会の場において、慎重

に審議・検討を重ね、規約変更案を取りまとめた。 

当該変更案については、来年度早々に消費者庁へ事前の説明を行い、その結

果に基づき新たな調整が必要となれば、その都度、審議・検討し、当連合会通

常総会において承認を得て、公正取引委員会及び消費者庁へ変更認定の申請を

行うこととする。 

 

(2) 消費者庁から各地区協議会が策定・改定した規程等の承認等を受ける際の窓

口として、消費者庁と緊密に連携し、適切な指導を受けることにより対応した。 

また、消費者庁に対し、各地区協議会による会議等へ消費者庁職員の派遣依

頼予定表や毎月次の処理件数、規約違反事業者に対する措置文書等を取りまと

めて報告した。 

 

(3) 各地区協議会間で適宜又は幹事会等の機会を捉えて、公正競争規約等の解

釈・運用上疑問がある事項について意見交換するなど、消費者庁、公正取引委

員会及び国土交通省の指導を受けながら、これらについて統一を図るべく、緊

密な連携を図った。 

 

２ 公正競争規約等の周知徹底 

(1) 各地区協議会が加盟事業者に対して、各種の機会を捉えて公正競争規約の普

及啓発を図る際に、｢不動産の公正競争規約｣や、公正競争規約等を解説した｢不

動産広告の実務と規制｣、「不動産広告ハンドブック」等を積極的に活用できる
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状態におき、公正競争規約の周知に努めた。 

 

(2) 下表のとおり、５地区の協議会の要請に応じて、公正競争規約研修会や公正

競争規約研修講師の育成のための研修会に当連合会事務局を代行する首都圏

協議会の職員を講師として派遣した。 

 

開催日 対 象 者 開催地 参加人数 

平成29年４月20日 東北地区協議会 加盟事業者 いわき市 110 

７月25日 東北地区協議会 加盟事業者 会津若松市 84 

８月28日 東海協議会 役職員・賛助会員 名古屋市 57 

８月29日 中国地区協議会 加盟事業者 倉敷市 143 

12月12日 東北地区協議会 役職員 秋田市 34 

平成30年２月７日 四国地区協議会 役職員 徳島市 38 

３月９日 九州協議会 加盟事業者・賛助会員 福岡市 169 

 

(3) 当連合会のホームページに、公正競争規約及び同施行規則等の全文、並びに

連合会の概要を掲載するほか、各地区協議会の概要を掲載又は各地区協議会の

ホームページと相互にリンクをはることにより、これらホームページにおい

て、公正競争規約に関する基礎的情報、広告表示及び景品提供の相談事例・違

反事例、不動産広告の見方等に関する情報を提供し、加盟事業者、広告会社、

不動産情報サイト運営会社、一般消費者等に対し、公正競争規約や各地区協議

会の活動状況についての周知に努めた。 

 

３ インターネット広告の適正化 

各地区協議会において、不動産情報サイトや加盟事業者のホームページの広告

表示が公正競争規約に違反する事案については、一定の措置を講じるなど、イン

ターネット広告の適正化に努めた。 

ちなみに、各地区の取り組みを例示すると次のとおりである。 

(1) 九州協議会 

平成２９年９月にポータルサイト広告適正化部会の構成会社５社（アットホ

ーム株式会社、株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ、株式会社マイナビ、株式会社ＬＩＦ

ＵＬＬ及び株式会社リクルート住まいカンパニー）（以下、「部会構成会社」

という。）と「おとり広告に関する情報共有」、「ポータルサイト各社の運営」

等について、意見交換を行った。 

また、平成２９年１２月１４日開催の第３回理事会において、厳重警告・違

約金の措置を講じた加盟事業者に対して、部会構成会社、公益社団法人全日本不

動産協会及び公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会がそれぞれ運営する
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７つの不動産情報サイトへの広告掲載を、原則として、１か月以上停止とする施

策を首都圏協議会及び近畿地区協議会に続き、平成３０年８月の措置から実施

することを決定した。 

なお、同年７月には、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会が運営する不

動産情報サイトも参画することが決定したことから、計８サイトが対象となっ

ている（４７ページ「資料１」参照）。 

 

(2) 中国地区協議会 

平成３０年１月から３月にかけて、インターネットによる賃貸広告を対象に

表示規約に違反する表示がないかどうか実態調査を行った。 

 

(3) 近畿地区協議会 

平成２９年８月から、「おとり広告」等の重大な違反の撲滅をより一層推進す

るため、厳重警告・違約金の措置を講じた加盟事業者に対して部会構成会社が運

営する不動産情報サイトへの広告掲載を、原則として、１か月以上停止とする新

たな施策を開始した（４８ページ「資料２」参照）。 

なお、当該施策を実施するにあたり、同年７月に部会構成会社と協業して加盟

事業者に対し説明会を行った。 

当該施策が始まった後、同年１０月には、公益社団法人全日本不動産協会が運

営する「ラビ―ネット」、同年１２月には、公益社団法人全国宅地建物取引業協

会が運営する「ハトマークサイト」も新たに参画した。 

また、平成２９年９月及び平成３０年３月に部会構成会社と、インターネッ

ト広告の適正化に向けた具体的方策（「違反物件情報及び事業者情報の共有の

拡充」、「インターネット広告の委託調査の実施」等）を推進するため意見交

換会を行った。 

 

(4) 東海協議会 

広報誌等を通じて、会員事業者に対し、よくある相談事例を掲載するなど、

インターネット広告の作成に注意を促すとともに、違反広告の情報提供を呼び

かけるなどして注意喚起を行った。 

また、公正競争規約に違反し、厳重警告・違約金の措置を講じた加盟事業者

に対する不動産情報サイトへの広告掲載を、原則１か月以上停止する施策等に

関する情報収集を行った。 

 

(5) 首都圏協議会 

平成２６年３月から部会構成会社間で違反物件情報等の共有を開始してい

るが、平成２９年度に情報共有された違反物件数は全国で２,７８１物件（平成

２８年度：２,８１２物件）となっている。 
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また、平成２９年１月から実施している厳重警告・違約金の措置を講じた加盟

事業者に対する掲載停止について、平成２９年度は５７社がその対象となった。 

さらに、平成２９年４月から７月及び同年１１月から１２月の期間において、

おとり広告が多いインターネット上の賃貸広告の一斉調査を、部会構成会社に

調査業務の一部を委託し、計２回行った（５０ページ「資料３」参照）。 

このように、各地区協議会はインターネット広告の適正化を推進するため、順

次、厳重警告・違約金の措置を講じた事業者に対するポータルサイトへの掲載停止

施策を始める等、それぞれ独自の方法で活動してきているが、インターネットによ

る不動産の「おとり広告」は、地域によっては徐々に減りつつある傾向がみられる

ものの、新聞、雑誌、テレビといったマスメディアに、まだ取り上げられているこ

とから、各地区協議会は部会構成会社等と連携し、より一層の適正化を推進する

こととした。 

 

４ 通常総会の在り方の検討 

将来の通常総会の在り方について、幹事会において、開催場所や規模のコンパ

クト化を含め、内容や開催時期の見直し等について、協議した。 

 

５ 会議の開催状況 

(1) 第１５回通常総会 

平成２９年９月２９日、ＪＲタワーホテル日航札幌（札幌市）において、午

後３時３０分から、第１５回通常総会を開催した。 

総会には、来賓として消費者庁表示対策課の猪又課長補佐、公正取引委員会

事務総局北海道事務所の今井取引課長、国土交通省不動産業課の井田適正指導

係長、同省北海道開発局事業振興部建設産業課の新井課長、北海道建築指導課

の大野課長のほか、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会の伊藤会長及

び公益社団法人全日本不動産協会の原嶋理事長のご臨席のもと、また、部会構

成会社５社のうち３社（株式会社リクルート住まいカンパニー、株式会社ＬＩ

ＦＵＬＬ及びアットホーム株式会社）の担当者３名もオブザ－バーとして出席

し、中井会長（首都圏協議会会長）の挨拶及び横山理事（北海道協議会副会長）

の挨拶に引き続き、消費者庁の猪又課長補佐、公正取引委員会北海道事務所の

今井取引課長及び国土交通省の井田適正指導係長からご挨拶をいただき、次い

で、横山理事を議長に選出して議事に入った。 

総会の議案は、①「平成２８年度事業報告承認の件」、②「平成２９年度事

業計画承認の件」、③「インターネット広告の適正化の件」、④「各地区不動

産公正取引協議会の当面する課題」及び⑤「第１６回通常総会の幹事協議会の

件（中国地区協議会）」であり、いずれも異議なく承認し、午後５時に滞りな

く議事を終了した。 

なお、第３号議案の「インターネット広告の適正化の件」については、首都
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圏協議会の桃野副会長から、「おとり広告撲滅のため、首都圏協議会及び近畿

地区協議会では、ポータルサイト広告適正化部会等と連携し、厳重警告・違約

金の措置を講じた事業者に対し、同部会メンバー等が運営するポータルサイト

に最低１か月以上掲載停止とする施策を実施しているが、おとり広告は全国で

発生しており、他の地区協議会も同部会と連携し、必要な施策を実施すべきで

はないか。」との提案を行い、これを補足するかたちで、同部会の部会長であ

る株式会社リクルート住まいカンパニーの橋本氏からも、「他の地区協議会と

も連携を強化して、掲載停止の施策とともに、首都圏協議会とは、既に実施し

ているところであるが、部会に調査業務の一部を委託してもらい一斉調査を実

施していただきたい。」との発言があった後、第３号議案を議長が諮ったとこ

ろ、全会一致で承認となった。 

総会終了後、懇親会を開催し、北海道協議会の岡村副会長の挨拶の後、公益社

団法人全国宅地建物取引業協会連合会の伊藤会長及び公益社団法人全日本不動

産協会の原嶋理事長からご挨拶をいただき、続いて、多田副会長（東北地区協議

会会長）の発声により乾杯を行い、懇談後、上原理事（中国地区協議会副会長）

の中締めで散会した。 

 

(2) 理事会 

平成２９年９月２９日、ＪＲタワーホテル日航札幌（札幌市）において、午

後３時から、第１回理事会を開催した。 

会議では、「北海道協議会の役員交代に伴う理事の変更」及び「第１５回通

常総会に付議すべき議案」について審議・承認した。 

 

(3) 幹事会 

① 第１回幹事会 

平成２９年７月６日、ホテルグランヴィア大阪（大阪市）において、午後

２時から、平成２９年度第１回幹事会を開催した。 

会議では、９月２９日にＪＲタワーホテル日航札幌（札幌市）で開催予定

の理事会及び第１５回通常総会に付議すべき議案並びにこれらの会議の進

行等を協議したほか､「表示規約及び景品規約の見直し」、規約運用上の諸問

題及び協議会活動等として、「規約違反事業者に対する措置対応について」、

「公正競争規約研修会講師の育成の進捗状況等」、「連合会ホームページに

おける情報公開資料の更新」等について意見交換を行った後、部会構成会社、

ジューシィ出版株式会社及びヤフー株式会社の７社・１０名の参加を得て、

「同部会の取組み」、「各ポータルサイトの状況」及び「ポータルサイト各

社と各地区協議会の連携」等について意見交換を行った。 

② 第２回幹事会 

平成２９年９月２８日、ＪＲタワーホテル日航札幌（札幌市）において、
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午後３時から、第２回幹事会を開催した。 

会議では、翌日開催の理事会及び第１５回通常総会に付議すべき議案や理

事会・通常総会の進行等を協議・了承した後、平成２９年度事業計画案の検

討事項として､「表示規約及び景品規約の見直し」､「インターネット広告の

適正化」等について意見交換を行った。 

 

６ その他 

平成２９年度事業計画のうち「８ 関係行政機関による指導等」及び「９ 関係

団体等との連携」は、従来どおり連絡等を密にし、公正競争規約の運用等につい

て、一層の理解と協力が得られるよう努めた。 
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［参 考］ 
 

平成２９年度における各地区協議会別相談件数、処理件数等 
 

 

１ 各地区協議会別相談件数 

協議会 ２９年度 ２８年度 ２７年度 

北 海 道 ２４４ ２９１ ３３１ 

東北地区 ２６１ ２２３ １８７ 

首 都 圏 １２,０５３ １２,０１５ １１,８８２ 

北  陸 ２４２ ２１３ １９５ 

東  海 １,２１６ １,２７６ １,３６４ 

近畿地区 ４,０８４ ４,３５３ ４,１１７ 

中国地区 ５５３ ７３５ ７７５ 

四国地区 １７６ ２０６ １５６ 

九  州 １,８４６ １,８１５ １,９１８ 

計 ２０,６７５ ２１,１２７ ２０,９２５ 

 

２ 各地区協議会別処理件数 

協議会 
２９年度 ２８年度 ２７年度 

処理件数 うち違約金 処理件数 うち違約金 処理件数 うち違約金 

北 海 道 ３５ (０) ２６ (０) ２４ (０) 

東北地区 ２６ (０) ２６ (０) ２６ (０) 

首 都 圏 １７７ (５９) ２２８ (６２) ３８０ (４９) 

北  陸 １５ (０) ４２ (０) １９ (０) 

東  海 ５５ (０) ６４ (０) ８７ (０) 

近畿地区 ７０ (１４) ５９ (１０) ６２ (７) 

中国地区 １６ (０) １７ (０) １０ (０) 

四国地区 ０ (０) ０ (０) ０ (０) 

九  州 ８５ (６) ８８ (０) ６２ (１) 

計 ４７９ (７９) ５５０ (７２) ６７０ (５７) 

前年度比 －７１ －７  －１２０ ＋２１  ― ― 

 

３ 不動産広告収集モニターの活動状況 
 

(1) 北海道協議会 

６名：チラシ１,９１４枚収集・違反に対する処理 ＝ 注意（広告改善要請）６件 

(2) 首都圏協議会 

５７名：チラシ１３,０２６枚収集・違反に対する処理 ＝ 注意（広告改善要請）４２件 

(3) 近畿地区協議会 

３９名：チラシ等（インターネット含む）１,４９７枚収集・違反に対する処理 ＝ 注意３件 

(4) 九州協議会 

１３名：モニター通信２９８枚収集・違反に対する処理 ＝ 注意５４件 

 

※ 上記の処理件数は、前記２「各地区協議会別処理件数」に含まれている。 

※ 上記のほかの各地区協議会においては、モニター制度は採用していない。 
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４ 各地区協議会別会員事業者数等 

 

協議会 設立年 法人化 構成員※ 

北 海 道 Ｓ４８ Ｈ５ 

Ｈ２４ 

(公社)北海道宅地建物取引業協会等  ４団体 

（ ４,２２０事業者） 

東北地区 Ｓ５３  (公社)秋田県宅地建物取引業協会等 １４団体 

（ ６,４８９事業者） 

首 都 圏 Ｓ３８ Ｓ４６ 

Ｈ２３ 

(一社)不動産協会等        ２４団体 

（５６,５０５事業者） 

北  陸 Ｓ５７  (公社)石川県宅地建物取引業協会等  ６団体 

（ ２,３７７事業者） 

東  海 Ｓ４１  (公社)愛知県宅地建物取引業協会等 １２団体 

（１２,２４３事業者） 

近畿地区 Ｓ３８ Ｈ１ 

Ｈ２４ 

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会等 １４団体 

（２５,５１９事業者） 

中国地区 Ｓ５６  (公社)広島県宅地建物取引業協会等 １０団体 

（ ６,４１０事業者） 

四国地区 Ｓ５７  (公社)徳島県宅地建物取引業協会等  ８団体 

（ ３,９４３事業者） 

九  州 Ｓ４８ Ｈ２１ (公社)福岡県宅地建物取引業協会等 １９団体 

（１４,４２２事業者） 

計 
１１１団体 

（１３２,１２８事業者／前年度比：＋１,０９９事業者） 

※ 各地区協議会の構成員である団体数・事業者数は、平成３０年３月３１日時点のもの。 

※ 平成２９年３月３１日時点の事業者数は、１３１,０２９事業者 


